
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と

グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
政
府

と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
説
明
書

外

務

省
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一

一

概
説

１

議
定
書
の
成
立
経
緯

政
府
は
、
英
国
に
よ
る
欧
州
原
子
力
共
同
体
（
以
下
「
ユ
ー
ラ
ト
ム
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
脱
退
に
伴
い
同
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
保
障
措
置
が
変
更

さ
れ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
平
成
十
年
（
千
九
百
九
十
八
年
）
十
月
に
効
力
を
生
じ
た
英
国
政
府
と
の
間
の
現
行
の
原
子
力
協
定
（
以
下
「
現
行
協
定
」
と

い
う
。
）
の
内
容
を
改
正
す
る
た
め
、
令
和
元
年
（
二
千
十
九
年
）
六
月
以
来
、
英
国
政
府
と
の
間
で
交
渉
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
議
定
書
の
案
文

に
つ
い
て
最
終
的
な
合
意
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
、
令
和
二
年
（
二
千
二
十
年
）
十
二
月
十
六
日
に
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
、
日
本
側
在
英
国
長
嶺
大
使
と
英

国
側
ク
ワ
ー
テ
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
戦
略
閣
外
大
臣
と
の
間
で
こ
の
議
定
書
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。

２

議
定
書
締
結
の
意
義

こ
の
議
定
書
は
、
現
行
協
定
に
つ
い
て
、
英
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
保
障
措
置
の
変
更
を
反
映
し
、
我
が
国
政
府
と
ユ
ー
ラ
ト
ム
と
の
間
の
原
子
力
協

定
の
一
部
の
規
定
と
同
旨
の
規
定
を
加
え
、
ま
た
、
核
不
拡
散
に
関
す
る
近
年
の
国
際
的
な
慣
行
を
反
映
す
る
内
容
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
議

定
書
の
締
結
に
よ
り
、
日
英
両
国
間
に
お
い
て
原
子
力
の
平
和
的
利
用
の
た
め
の
適
切
な
法
的
枠
組
み
が
引
き
続
き
確
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

二

議
定
書
の
主
要
な
内
容

こ
の
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
十
五
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１

現
行
協
定
の
前
文
に
つ
い
て
、
英
国
が
ユ
ー
ラ
ト
ム
の
加
盟
国
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
旨
の
規
定
を
削
る
こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
一
条
）

２

現
行
協
定
第
一
条

に
つ
い
て
、
「
及
び
設
備
」
を
「
、
設
備
及
び
技
術
」
に
改
め
る
こ
と
を
定
め
る
。
（
第
二
条
）

(c)

３

現
行
協
定
第
二
条
に
つ
い
て
、
英
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
保
障
措
置
の
変
更
を
反
映
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
。
（
第
三
条
）

４

現
行
協
定
第
三
条
に
つ
い
て
、
「
及
び
設
備
」
を
「
、
設
備
及
び
技
術
、
技
術
に
基
づ
く
設
備
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
２
と
し
、
新
た
な
同
条
１
と
し

て
、
こ
の
協
定
の
下
で
の
協
力
は
、
平
和
的
非
爆
発
目
的
に
限
っ
て
行
う
旨
の
規
定
を
加
え
る
こ
と
を
定
め
る
。
（
第
四
条
）

５

現
行
協
定
第
四
条
に
つ
い
て
、
英
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
保
障
措
置
の
変
更
を
反
映
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
。
（
第
五
条
）

６

現
行
協
定
第
五
条
を
同
条
１
と
し
、
新
た
な
同
条
２
と
し
て
、
日
本
国
及
び
英
国
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
当
た
り
、
核
物
質
及
び
原
子
力
施
設
の
防
護

に
関
す
る
条
約
に
適
合
す
る
よ
う
行
動
す
る
旨
の
規
定
を
加
え
る
こ
と
を
定
め
る
。
（
第
六
条
）



二

７

現
行
協
定
第
六
条
に
つ
い
て
、
同
条
１
中
「
及
び
設
備
」
を
「
、
設
備
及
び
技
術
、
技
術
に
基
づ
く
設
備
」
に
改
め
る
こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
七
条
）

８

現
行
協
定
第
七
条
に
つ
い
て
、
同
条
１
中
「
及
び
設
備
」
を
「
、
設
備
及
び
技
術
」
に
、
「
品
目
」
を
「
資
材
、
核
物
質
、
設
備
又
は
技
術
」
に
改
め
る

こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
八
条
）

９

現
行
協
定
第
七
条
の
次
に
新
た
な
第
七
条
の
Ａ
か
ら
第
七
条
の
Ｄ
ま
で
と
し
て
、
次
の
内
容
の
規
定
を
加
え
る
こ
と
を
定
め
る
。
（
第
九
条
）

両
締
約
国
政
府
は
、
原
子
力
の
平
和
的
非
爆
発
目
的
利
用
の
た
め
の
研
究
開
発
に
係
る
協
力
を
発
展
さ
せ
る
。

(1)

こ
の
協
定
の
規
定
は
、
誠
実
に
実
施
し
、
原
子
力
の
平
和
的
非
爆
発
目
的
利
用
の
推
進
を
妨
げ
る
た
め
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
転
換
等
の
工
程
に

(2)
お
い
て
混
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
核
物
質
の
特
定
性
が
失
わ
れ
た
場
合
等
に
は
、
当
該
核
物
質
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
代
替
可
能
性
の
原
則
等
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
及
び
英
国
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
当
た
り
、
原
子
力
の
安
全
に
関
す
る
条
約
等
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
。

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
下
で
の
協
力
か
ら
生
じ
た
知
的
財
産
等
の
適
切
か
つ
効
果
的
な
保
護
を
確
保
す
る
。

(3)

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
等
の
安
全
か
つ
効
果
的
な
管
理
に
関
す
る
情
報
を
交
換
す
る
。

(4)
現
行
協
定
第
十
一
条
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
政
府
が
保
障
措
置
協
定
を
終
了
さ
せ
る
場
合
等
に
関
す
る
規
定
を
加
え
、
「
核
物
質
で
あ
っ
て
」

10
を
「
資
材
、
核
物
質
及
び
設
備
、
技
術
に
基
づ
く
設
備
並
び
に
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て
生
産
さ
れ
た
核
物
質
で
あ
っ
て
、
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条

１
と
し
、
新
た
な
同
条
２
及
び
３
と
し
て
、
英
国
が
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
等
を
用
い
て
核
爆
発
装
置
を
爆
発
さ
せ
る
場
合
又
は
日
本

国
が
核
爆
発
装
置
を
爆
発
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
国
政
府
又
は
英
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
下
で
の
そ
の
後
の
協
力
を
停
止
し
、
又
は
こ
の
協

定
を
終
了
さ
せ
る
権
利
等
を
有
す
る
旨
の
規
定
を
加
え
る
こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
十
条
）

現
行
協
定
第
十
二
条
に
つ
い
て
、
「
技
術
」
、
「
開
発
」
、
「
生
産
」
、
「
使
用
」
、
「
技
術
に
基
づ
く
設
備
」
及
び
「
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て

11
生
産
さ
れ
た
核
物
質
」
の
定
義
を
加
え
る
こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
十
一
条
）

現
行
協
定
第
十
四
条
４
に
つ
い
て
、
「
及
び
」
を
「
、
第
七
条
の
Ｂ
３
及
び
４
並
び
に
」
に
改
め
る
こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
十
二
条
）

12

現
行
協
定
の
附
属
書
Ａ
の
Ａ
部
に
つ
い
て
、
外
部
熱
遮
蔽
体
を
加
え
る
こ
と
を
定
め
る
。
（
第
十
三
条
）

13

現
行
協
定
の
附
属
書
Ｃ
に
つ
い
て
、
「
移
転
さ
れ
又
は
再
移
転
さ
れ
る
品
目
」
を
「
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
資
材
、
核
物
質
、
設
備
及
び
技

14
術
、
技
術
に
基
づ
く
設
備
並
び
に
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て
生
産
さ
れ
た
核
物
質
で
あ
っ
て
、
移
転
さ
れ
又
は
再
移
転
さ
れ
る
も
の
」
に
改
め
る
こ
と



三

７

現
行
協
定
第
六
条
に
つ
い
て
、
同
条
１
中
「
及
び
設
備
」
を
「
、
設
備
及
び
技
術
、
技
術
に
基
づ
く
設
備
」
に
改
め
る
こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
七
条
）

８

現
行
協
定
第
七
条
に
つ
い
て
、
同
条
１
中
「
及
び
設
備
」
を
「
、
設
備
及
び
技
術
」
に
、
「
品
目
」
を
「
資
材
、
核
物
質
、
設
備
又
は
技
術
」
に
改
め
る

こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
八
条
）

９

現
行
協
定
第
七
条
の
次
に
新
た
な
第
七
条
の
Ａ
か
ら
第
七
条
の
Ｄ
ま
で
と
し
て
、
次
の
内
容
の
規
定
を
加
え
る
こ
と
を
定
め
る
。
（
第
九
条
）

両
締
約
国
政
府
は
、
原
子
力
の
平
和
的
非
爆
発
目
的
利
用
の
た
め
の
研
究
開
発
に
係
る
協
力
を
発
展
さ
せ
る
。

(1)

こ
の
協
定
の
規
定
は
、
誠
実
に
実
施
し
、
原
子
力
の
平
和
的
非
爆
発
目
的
利
用
の
推
進
を
妨
げ
る
た
め
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
転
換
等
の
工
程
に

(2)
お
い
て
混
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
核
物
質
の
特
定
性
が
失
わ
れ
た
場
合
等
に
は
、
当
該
核
物
質
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
代
替
可
能
性
の
原
則
等
に
よ
り
行

う
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
及
び
英
国
は
、
こ
の
協
定
の
実
施
に
当
た
り
、
原
子
力
の
安
全
に
関
す
る
条
約
等
に
適
合
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
。

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
下
で
の
協
力
か
ら
生
じ
た
知
的
財
産
等
の
適
切
か
つ
効
果
的
な
保
護
を
確
保
す
る
。

(3)

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
等
の
安
全
か
つ
効
果
的
な
管
理
に
関
す
る
情
報
を
交
換
す
る
。

(4)
現
行
協
定
第
十
一
条
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
政
府
が
保
障
措
置
協
定
を
終
了
さ
せ
る
場
合
等
に
関
す
る
規
定
を
加
え
、
「
核
物
質
で
あ
っ
て
」

10
を
「
資
材
、
核
物
質
及
び
設
備
、
技
術
に
基
づ
く
設
備
並
び
に
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て
生
産
さ
れ
た
核
物
質
で
あ
っ
て
、
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条

１
と
し
、
新
た
な
同
条
２
及
び
３
と
し
て
、
英
国
が
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
等
を
用
い
て
核
爆
発
装
置
を
爆
発
さ
せ
る
場
合
又
は
日
本

国
が
核
爆
発
装
置
を
爆
発
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
国
政
府
又
は
英
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
下
で
の
そ
の
後
の
協
力
を
停
止
し
、
又
は
こ
の
協

定
を
終
了
さ
せ
る
権
利
等
を
有
す
る
旨
の
規
定
を
加
え
る
こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
十
条
）

現
行
協
定
第
十
二
条
に
つ
い
て
、
「
技
術
」
、
「
開
発
」
、
「
生
産
」
、
「
使
用
」
、
「
技
術
に
基
づ
く
設
備
」
及
び
「
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て

11
生
産
さ
れ
た
核
物
質
」
の
定
義
を
加
え
る
こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
十
一
条
）

現
行
協
定
第
十
四
条
４
に
つ
い
て
、
「
及
び
」
を
「
、
第
七
条
の
Ｂ
３
及
び
４
並
び
に
」
に
改
め
る
こ
と
等
を
定
め
る
。
（
第
十
二
条
）

12

現
行
協
定
の
附
属
書
Ａ
の
Ａ
部
に
つ
い
て
、
外
部
熱
遮
蔽
体
を
加
え
る
こ
と
を
定
め
る
。
（
第
十
三
条
）

13

現
行
協
定
の
附
属
書
Ｃ
に
つ
い
て
、
「
移
転
さ
れ
又
は
再
移
転
さ
れ
る
品
目
」
を
「
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
資
材
、
核
物
質
、
設
備
及
び
技

14
術
、
技
術
に
基
づ
く
設
備
並
び
に
回
収
さ
れ
又
は
副
産
物
と
し
て
生
産
さ
れ
た
核
物
質
で
あ
っ
て
、
移
転
さ
れ
又
は
再
移
転
さ
れ
る
も
の
」
に
改
め
る
こ
と

を
定
め
る
。
（
第
十
四
条
）

こ
の
議
定
書
の
効
力
発
生
等
に
つ
い
て
定
め
る
。
（
第
十
五
条
）

15

こ
の
議
定
書
に
関
連
し
、
現
行
協
定
の
補
足
的
な
合
意
事
項
を
記
録
し
た
合
意
さ
れ
た
議
事
録
に
つ
い
て
、
英
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
保
障
措
置
の
変

16
更
を
反
映
し
、
協
定
第
七
条
の
Ｄ
に
関
す
る
補
足
的
な
合
意
事
項
を
加
え
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
合
意
さ
れ
た
議
事
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

三

議
定
書
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

こ
の
議
定
書
を
実
施
す
る
た
め
の
新
た
な
立
法
措
置
及
び
予
算
措
置
は
、
必
要
と
し
な
い
。


